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取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針 

 

当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針については、以下のとおりです。 

 

（取締役の報酬制度概要） 

当社の役員報酬制度は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けて、健全なインセンティブと

して機能するよう設計しております。 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）の報酬額は、2021 年 6 月 20 日

開催の第 15 回定時株主総会決議に基づき、年額 25,000 万円（使用人兼務取締役の使用人分

給与は含まない。）の範囲内で決定します。 

 

（取締役の報酬等の内容の決定体制） 

当社は取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員

報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取締役及び代表取締役 1 名で構成され、委員長を独

立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。 

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、任意の指名・報酬委員会において審議の上、当

社取締役会にて決定します。 

 

（報酬の種類及び割合の決定） 

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。）

の役員報酬は、「固定報酬」に加え、短期の業績等に連動する「業績連動報酬」及び企業価値の持続

的な向上を目的とした「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。また、社外取締役の役員報酬

は、「固定報酬」のみで構成されております。 

なお、対象取締役の「固定報酬」、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」の割合につきまして

は、健全なインセンティブとして機能するよう適切な支給割合を決定します。 

 

（固定報酬） 

取締役の個人別の報酬額の設定については、各取締役の業務内容及び責任範囲等を勘案し、第三

者による国内企業経営者の報酬水準に関する調査等も踏まえ決定し、毎月現金で支給します。 

 

（業績連動報酬） 

当社は、役員報酬制度と経営方針を整合させ、業績の向上と企業価値の増大に向け対象取締役の

意識を高める仕組として、事業の単年度業績に対する貢献に報いることを目的とした業績連動報酬制

度を導入しています。 

業績連動報酬は、固定報酬額を基準に算出した業績連動報酬の基準額を前提に、取締役会が定め

る財務指標（当社の企業価値の向上を表す指標等）及び非財務指標（お客さま満足度等）を用

いて、単年度の目標に対する達成度合いに応じて支給額を決定します。 

なお、業績連動報酬は年 1回現金で支給します。 
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（譲渡制限付株式報酬） 

当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値

共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。 

当年度（将来）の役務提供に対する対価として、いわゆる事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与

するものであり、対象取締役に対し付与する株式数は、固定報酬額を基準に算出した譲渡制限付株

式報酬の基準額を、取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値で除した株式

数（年 20 万株以内）とし、対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員その他これ

に準ずる地位又は従業員の地位のいずれの地位からも退任又は退職する時点、または、譲渡制限付

株式割当契約に基づき取締役会が決定した時点で譲渡制限を解除します。 

 

以上 


